
「緊急事態宣言」下での県民の方々への具体的な行動要請

① 原則、外出自粛

〇 可能な限り人との接触機会を減らしましょう。

〇 施設や店舗等を利用する際は、夕方等の混雑する時間帯を避けましょう。

〇 特に、午後８時以降は不要不急の外出を控えましょう。

〇 日常生活圏を超える範囲での移動は控えましょう。

〇 通院、通学、通勤、買物、健康維持のための散歩やジョギングなど

生活に必要な外出は自粛の対象外です。

〇 仕事など生活に必要な外出を除き、県外へ出かけないようにしましょう。

→ただし、その場合も国の緊急事態宣言の対象となる１都３県への往来に

ついては、特に慎重にご判断ください。

〇 県境の地域にお住まいの方で、生活圏が隣県にまたがっている場合は、

自粛の対象外です。

② 原則、県外との往来自粛
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③ イベントの中止・延期

〇 不特定多数の方が集うイベントは中止・延期を検討してください。

〇 特に飲食を伴うものについては、注意してください。

④ 会食は４人以下、２時間以内

〇 ４人以下で会食する場合でも、できる限り短時間で、「みやざきモデル」

の徹底を！

〇 外食だけでなく、自宅等における友人等との会食についても今は

控えましょう。

⑤ テレワーク、時差出勤の推奨

〇 テレワークや時差出勤の活用により、職場における「密」を減らしましょ

う。

〇 出勤する場合も、マスク着用や手指消毒を徹底し、体調不良の場合は

出勤を取りやめましょう。


